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提案理由 

市外在住者の使用料加算の実施ならびに入浴料および宿泊料の改定を行いたいので、こ

の案を提出する。 



鯖江市条例第  号 

鯖江市多機能型健康福祉施設神明苑設置および管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 鯖江市多機能型健康福祉施設神明苑設置および管理に関する条例（平成１９年鯖江市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表１基本使用料(１)入浴料中「５７０円」を「６５０円」に、同表１基本使用料(２)

宿泊料中 

「 

  
    

 休日の前日および夏季期間等以外の日 休日の前日および夏季期間等  

 
円 円 

 

 
２，６２０ ３，６７０ 

 

 ３，１９０ ４，２４０  

 ４，３３０ ５，３８０  

 ３，１９０ ４，２４０  

 ３，８６０ ４，９００  を 

 ４，４３０ ５，４７０  

 ５，４７０ ６，５２０  

 ４，９７０ ６，０２０  

 ６，４３０ ７，４７０  

 ７，４７０ ８，５２０  

   」 



「 

 
休日の前日および夏季期間等以外の日 休日の前日および夏季期間等 

 

 円 

３，６００ 

円 

５，１００ 

 

  

 ４，４００ ５，９００  

 ６，０００ ７，５００  

 ４，４００ ５，９００  

 ５，４００ ６，８００ に、 

 ６，２００ ７，６００  

 ７，６００ ９，１００  

 ６，９００ ８，４００  

 ７，７００ ８，９００  

 ８，９００ １０，２００  

   」 

「１,４８０円」を「２,０００円」に、「２,５３０円」を「３,５００円」に改め、同表

２加算使用料に次の１号を加える。 

(５) 市外に住所を有する者が使用する場合（個人使用を除く。） ５０％ 

   附 則 

 この条例は、令和７年７月１日から施行する。 


